
 

 

大する方向で検討されてい

ます。 

◆その他の支援措置 

同じく 2013 年度以降の措

置として、「中小企業金融円

滑化法」が、2013 年３月 31

日に期限切れとなり、貸し剥

がし等の加速が懸念されて

いることを受け、金融庁は、

全国の財務局に融資に関す

る苦情相談の専用窓口を設

け、また、中小企業が求める

融資条件の変更に金融機関

がどれだけ応じたかを開示

するよう求めることとしま

した。 

さらに、金融機関の健全性

を検査する指針「金融検査マ

ニュアル」に融資条件変更に

できるだけ応じることを明

記し、金融機関が正当な理由

なく条件変更を拒否しない

よう指導することとしてい

ます。 

また、厚生労働省では、

2012 年度補正予算案に「若

者・子育て支援」として 2,200

億円を盛り込み、失業中の若

年者等を雇い入れ、職業訓練

を実施した企業に月 15 万円

（最長２年間）を支給するこ

とを検討しています。 

新規採用等を検討している

企業においては、こうした動

きに注目し、採用と費用の発

生のタイミングを検討する

必要があるでしょう。 

「社員の健康管理」に関

する取組みがますます加

速 

◆健診を受診しない社員と

その上司はボーナス減額！ 

ローソンが発表した、健康

診断に関する新制度が話題

になっています。健康診断を

受けない社員に対し、会社は

３回程度、受診するよう促

し、それでも受診しない社員

についてボーナスの 15％、そ

の上司についても 10％を減

額するという制度です。 

同社では、健康診断受診率

が約 83％にとどまっている

ことから、健康で長く勤めて

もらうために、あえてこうし

た制度を導入することにし

たそうです。 

社員の健康管理に関する

取組みが、ますます進んでい

るようです。 

◆安全配慮義務違反による

高額な賠償金 

社員が健康診断を受診し

ないことは、「安全配慮義務

違反」による会社のリスク要

因となります。また、受診し

ていなかった社員の健康状

態が関係した労災事故等が

発生し、社員が死亡してしま

ったような場合には、裁判と

なり、相当高額な賠償金の支

払いが会社に命じられる可

能性があります。賠償額が 1

億円を超える判例もめずらし

くありません。 

民間の賠償保険もあります

が、様々なリスクやコストを

考えると、結局は日頃の労務

管理をしっかり行うことが最

も合理的な選択なのです。 

◆就業規則等は整備していま

すか？ 

後々のトラブルを予防する

ためには、「社員は健康診断を

受診しなければならないこ

と」や「会社が受診を命じる

ことができること」を、就業

規則に規定しておくことはも

ちろんですが、受診しない社

員に対する指導や懲戒につい

ては書面で残しておくことが

重要です。 

また、既往歴や持病があっ

たり、診断の結果、異常が認

められたりした社員について

は、労働時間の管理や業務の

見直しを行うことも重要で

す。 

過労死につながりやすい、

脳・心臓疾患の最大の発症要

因となっている、「血圧」「血

糖値」「コレステロール値」「肥

満」は，定期健康診断等の結

果から、ある程度発症リスク

を事前に把握することが可能

です。 

春先に健康診断を行う会社

が多いですが、今年はぜひこ

うした観点から健康管理につ

いて考えてみましょう。 

 

 

 

 

 

承の機会を設ける 

（６）60歳到達前・到達時に

社外への再就職を支援する 

（７）60歳到達前・到達時の

グループ企業への出向・転籍

機会を増やす 

（８）新規採用数を抑制する 

（９）60歳到達前の従業員の

処遇を引き下げる 

（10）従来アウトソーシング

していた業務を内製化した

うえで従事させる 

◆賃金をどのように設定す

るか？ 

上記（９）に関連した具体

的な動きとして、NTT グル

ープでは、現役世代（40～50

代）を中心に賃金額を抑制し

て、60歳以降の賃金原資を確

保するという方針を示して

いますが、20歳代の従業員を

中心に反対意見が多い一方、

60 歳代では賛成意見が多い

とのことです。 

「現役世代の賃金」、「60歳以

降の賃金」をどのように設定

するかは、各企業のフトコロ

事情により大きく異なりま

すが、これからの大きな課題

と言えるでしょう。 

 
「緊急経済対策」に盛り

込まれた企業向け支援措

置の内容 

◆具体的な内容は？ 

低迷する景気の底上げの

ための「緊急経済対策」の内

容が１月の閣議決定で明ら

かになり、企業向けの措置と

して、企業規模にかかわらず

新規に雇用を増やした場合

にかかる費用の一定割合に

ついて、法人税額から差し引

く仕組みが創設されるとの

ことです（２～３年間の時限

措置とされる見込み）。 

この「費用」には、新規の

雇入れだけでなく、既存の従

業員に対する賃上げ等に要

する費用も含まれることと

なっています。 

また、研究開発費用や設備

投資費用の一定割合につい

ても、減税対象とされていま

す。 

◆気になる今後の動向 

厚生労働省は、平成 25 年

度税制改正における要望と

して、雇用促進税制の拡充を

挙げていましたが、年間の新

規採用者を５人以上（中小企

業は２人以上）増やし、かつ

雇用者数を 10％以上増加さ

せた企業に対し、増やした人

数１人当たり 20 万円の税額

控除を認める仕組みについ

て、１人当たり 40 万円に拡

「改正高年齢者雇用安定

法」に企業はどう対応す

るか？ 

◆経団連による調査結果 

改正高年齢者雇用安定法

の施行が今年４月１日に迫

っています。他社ではどのよ

うに対応しようと考えてい

るのかが気になるところで

しょう。 

ここでは、経団連から発表

（昨年 10 月）された結果を

ご紹介します。 

◆法改正で必要となる対応

は？ 

上記アンケートにおける

「高年齢者雇用安定法の改

正に伴い必要となる対応」

（複数回答）との質問に対す

る回答結果（上位 10位）は、

次の通りとなっています。 

（１）高齢従業員の貢献度を

定期的に評価し処遇へ反映

する 

（２）スキルを活用できる業

務に限りがあるため提供可

能な社内業務に従事させる 

（３）半日勤務や週２～３日

勤務による高齢従業員のワ

ークシェアを実施する 

（４）高齢従業員の処遇（賃

金など）を引き下げる 

（５）若手とペアを組んで仕

事をさせ後進の育成・技能伝
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